
収入と支出の合計は同額にしてください。 備考欄には
経費の内訳を記載。
特に補助対象経費の内訳が
分かるようにしていただき、
書ききれない場合は
別紙でも可。

補助対象経費の小計が
算定基準額となります。
※とっとり文化の先人
顕彰事業のみ、補助対
象経費の小計から⺠間
助成金及び入場料収入
の額を控除した額が算
定基準額となります。

交付申請額には、
算定基準額に補助率（1/2）を乗じた額を記載します。
（ただし、各事業の上限額以下とし、
千円未満の端数は切り捨て）
※収支予算書の収入・本補助金の欄にも、
同じ額を記載します。

交付申請書（算定基準額・交付申請額）、収支予算書の書き方

交付申請の時点では、決算額と
差引増減額の欄は記載不要です。
実績報告時に記載してください。


